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取組項目 現在（令和４年１月時点）の対応状況

①障害者用ICカードの導入
○ 関東圏の鉄道・バスにおけるSuica・PASMOについて、令和４年度後半を
メドに導入予定

○ 令和３年度補正予算による支援措置を踏まえ、関係各局において導入促
進に向けた事業者・事業者団体との調整を進めているところ

②特急車両車椅子用フリースペー
ス導入

○ 昨年3月に、障害者団体、鉄道事業者等で構成される「特急車両における
バリアフリー対策に関する意見交換会」を設置

○ とりまとめを踏まえ、年度内に省令・ガイドラインの改正の予定

③ウェブによる障害者用乗車券等
の予約決済の実現

○ 令和３年度補正予算による支援措置を踏まえ、関係各局において導入促
進に向けた事業者・事業者団体との調整を進めているところ

④精神障害者割引の導入促進
○国会の請願採択等を踏まえ、各事業者に対し、導入要請を実施
○ 障害の程度に対する割引適用の範囲のあり方等について、厚労省や事業
者と実務的な検討・調整を進めているところ

新たなバリアフリーの取組に関する対応状況

○ 令和３年６月、第２回本省ユニバーサルデザイン推進本部 本部会議において、当事者の利便性の
改善や負担軽減効果の大きい４つの取組について、全国展開等を目指していくことを決定。

○ 現在の対応状況は以下のとおり。
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○ 新幹線車両については、障害者団体、新幹線を運行するJR各社等で検討を行い、令和2年8月、「新幹線の新たなバリアフリー対策について」をと
りまとめ、令和2年10月に移動等円滑化基準を改正し、令和3年7月以降に導入される新幹線車両については『車椅子用フリースペース（座席定員に
応じて3席～6席以上の車椅子スペースで構成）』の設置が義務付けられた。
○ 「真の共生社会の実現」のためには、車椅子使用者が今まで以上に様々な場所へ、快適な旅を楽しめる環境整備が重要であることから、特急車
両のバリアフリー対策についても、関係者で構成する意見交換会を設置し、検討を行った。

注）在来線における車椅子スペースの数については、平成30年3月の移動等円滑化基準の改正により、1列車につき2以上とされた（編成両数が3両以下の列車について1以上）

○障害者団体（DPI日本会議、日本身体障害者団体連合会、全国脊髄損傷者連合会、全国自立生活センター協議会）

○鉄道事業者（特急列車を運行する14事業者（JR北、JR東、JR東海、JR西、JR四国、JR九州、東武、西武、京成、小田急、名鉄、近鉄、南海、西鉄））

○国土交通省（総合政策局、鉄道局（事務局））

3．メンバー

1．特急車両のバリアフリー対策に関する意見交換会

○令和3年3月18日 第1回意見交換会
・特急車両におけるバリアフリー化の現状
・障害者団体からの要望聴取① 等

○令和3年4月28日 第2回意見交換会
・鉄道事業者における取組事例①（JR東日本、近鉄） 等

○令和3年5月31日 第3回意見交換会
・鉄道事業者における取組事例②（京成、小田急） 等

○令和3年7月26日 第4回意見交換会
・障害者団体からの要望聴取②（必要な車椅子スペース数） 等

○令和3年9月10日 第5回意見交換会
・鉄道事業者からの意見聴取（必要な車椅子スペース数）
・車椅子対応座席のWeb予約 等

○令和3年10月25日 第6回意見交換会
・車椅子対応トイレ・コンセント位置に関する実証実験について
・車椅子対応座席のWeb予約 等

西武鉄道：Laview
（車椅子スペース：2箇所）

特急車両における車椅子スペース設置例

近畿日本鉄道：ひのとり
（車椅子スペース：2箇所）

（1）バリフリ基準やガイドラインへ反映するもの （2）その他

2．検討項目

車椅子スペースの数・レイアウト、利便性の高い設備の仕様 など 現行の車椅子対応座席等の申し込み方法・案内方法の改善

特急車両における新たなバリアフリー対策について

○令和3年11月26日 第7回意見交換会
・本件の対象となる特急車両

○令和3年12月2日 車椅子対応トイレ・コンセント位置等に関する実証実験

○令和3年12月16日 第8回意見交換会

・とりまとめについて

○令和4年1月26日 第9回意見交換会（とりまとめ）

・とりまとめについて

4．スケジュール
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特急車両における車椅子用フリースペースについて

1編成あたりの
座席定員数注１

車椅子
スペース数注2

要 件 レイアウトのイメージ 備 考

1001席以上注3 6以上 ①窓際席：2以上

②移乗席：2以上

③ストレッチャータイプ：2以上

（①、又は②と重複しても

可）

④介助席は移乗席と近接

(1)スペース数及び通路幅

（ワゴンの通行等を考慮し

400mm以上）については、

新幹線におけるバリアフ

リー基準と同様としている。

（2）新幹線との相違点

新幹線においては、

・介助席は移乗席に「隣接」

して配置することを基本

・500席未満の窓際席を2以

上

・手すりは不要

としている。

500席以上 4以上

500席未満注4 3以上

①窓際席：1以上

②移乗席：1以上

③ストレッチャータイプ：2以上

（①、又は②と重複しても

可）

④介助席は移乗席と近接

注１）特急列車にあっては、車両の増結・分離など運行形態が多様なことから、基本編成における座席数を基準に車椅子スペース数を設定する。

注２）現行の基準においては、1編成につき2カ所以上（3両編成以下の列車では1カ所以上）の車椅子スペースを設けることとされている（平成30年3月改正）

注３）1編成あたりの座席定員が最大のものは844席（令和3年12月現在）

注４） 2両1編成の列車や1編成あたりの座席数が100席未満の列車については、運転室、トイレ等の共有スペースの面積が、総床面積に占める割合が大きく、配

置できる座席数に制約があることに鑑み、車両の構造等に応じて、2カ所とすることができる。この場合、ストレッチャー型の車椅子の使用について配慮すると

ともに、車椅子使用者等から同一グループで3名以上の申し込みがあった場合には、できるだけ多くの利用が可能となるよう弾力的な対応について配慮する。

3列 4列2列1列

2,000mm 以上

750mm
以上

750mm
以上 3列 4列2列1列

3列 4列2列1列

750mm
以上

窓際

凡例： 車椅子スペースの近くに移乗席、その近接に介助席（一般席として使用することも可能） 車椅子用フリースペース 車椅子スペース
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鉄道駅のバリアフリー化の推進は、エレベーターやエスカレーター、ホームドア等の整備を通じ、高齢者や障害者だけ
でなく、全ての利用者が受益するとの観点から、都市部において利用者の薄く広い負担も得てバリアフリー化を進める
枠組みを構築するとともに、地方部において既存の支援措置を重点化することにより、従来を大幅に上回るペースで
全国の鉄道施設のバリアフリー化を加速する。

①

②

令和３年12月28日（火）：新たな料金制度を創設（関係省令の改正等）

令和４年１月以降 ：鉄道事業者より届出（三大都市圏内の駅を主な対象としてJR本州３社及び大手民鉄等を想定）

令和５年春以降 ：料金徴収開始

① 鉄道駅バリアフリー料金について

○市町村が作成するバリアフリー基本構想※に位置付けられた鉄道駅のバリアフリー施設整備については、
補助率を現行の最大1/3から最大1/2に拡充（令和４年度政府予算案）

② 地方部における支援措置の重点化について

第２次交通政策基本計画（令和３年５月閣議決定）

※地域のバリアフリー化を重点的・一体的に推進するため、関係者との協議や住民からの意見募集等を踏まえ、市町村が作成する具体的な事業計画
【バリアフリー法第25条】

全国の鉄道駅バリアフリー化の加速について
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１．制度概要
想定事業者：現在、JR本州３社及び大手民鉄等事業者が、三大都市圏内の駅を主な対象として導入を検討中。
対象設備：ホームドアやエレベーター等。
対象費用：対象設備に係る整備費（維持更新費含む）。
導入時期：昨年末に鉄道事業法に基づく料金（事前届出制）の対象に追加する省令改正（パブコメ含む）を実施。

２．徴収水準
料金額の設定に当たっては、第２次交通政策基本計画における「都市部において利用者の薄く広い負担も得てバリアフリー化を進める
枠組みを構築する」との考えを踏まえ、利用者に過度の負担感を与えないものとする。

※  「５円までの上乗せについては84％、10円までは65％が賛成」との利用者アンケート結果（H30.4実施）あり。

また、通学定期料金については免除するなど家計負担へ配慮することを求める。

３．透明性の確保
事業者において、事前届出時に整備・徴収計画を公表するとともに、毎年度、整備・徴収実績を公表。
国土交通省において、事前届出の際及び目標期間終了時（令和７年度末）等において、徴収額がバリアフリー整備額を超えていな
いことを確認することで、透明性を確保。
鉄道固有の設備であるホームドアは、市場原理が働きにくいことを踏まえ、その整備に当たっては、国における公共工事の請負契約と同
様、一般競争入札に付すことを原則とするとともに、やむを得ず、随意契約とする場合は、整備実績の公表にあわせ、その理由や整備
額等を事業者に公表させる。これにより、利用者が他社と比較することを可能にする。

４．導入効果
本料金の導入により、新たなバリアフリー目標を達成できる見込み。

鉄道駅バリアフリー料金について
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近年、鉄道駅については、無人駅が増加する傾向にある。また、有人駅についても、一部時間帯において駅員
が不在となる駅も存在する。これら無人駅等のうち、特に障害者の方々が利用する駅については、可能な限り不
便なく鉄道が利用できる環境を整えることが重要であることから、障害当事者団体及び鉄道事業者の双方から無
人駅等の諸課題等について意見を伺ったうえで、今後、無人駅等の安全、円滑な利用に資する取組について検
討する。

障害者団体 日本視覚障害者団体連合、全日本ろうあ連盟、ＤＰＩ日本会議、全国自立生活センター協議会、
日本身体障害者団体連合会

鉄道事業者（ＪＲ６社、大手民鉄１６社、日本民営鉄道協会）
国土交通省鉄道局

１．意見交換会の趣旨

２．意見交換会メンバー

第１回 2020年11月 ６日
○無人駅等の実態把握、障害者が無人駅等を利用する際の課題、要望
第２回 2020年12月21日
〇鉄道事業者による無人駅の安全、円滑な利用に資する取組
第３回 2021年 3月12日
〇課題等に対する鉄道事業者の当面の対応等
第４回 2021年 5月14日
〇これまでの意見とりまとめ、今後の方向性

３．開催経緯（予定）

駅の無人化に伴う安全・円滑な駅利用に関する障害当事者団体・鉄道事業者・
国土交通省の意見交換会の概要について

第５回 2021年 9月24日
〇中間とりまとめ、駅の無人化に伴う安全・円滑な駅利用に関するガイドラインのアウトライン（案）

第６回 2022年 1月14日
〇ガイドライン化に向けた検討課題
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駅の無人化に伴う安全・円滑な駅利用に関する障害当事者団体・鉄道事業者・
国土交通省の意見交換会 中間とりまとめの概要

・視覚障害者誘導用ブロックや音声による案内等が無
いため、駅務機器の位置や車両のドア位置等の把握
が困難
・券売機がタッチパネル式のため使用できない
・輸送障害発生時等の緊急時の情報把握が困難
・障害当事者専用の窓口の設置やＨＰにおける連
絡先の分かりやすさ 等

・視覚障害者誘導用ブロック等による駅務機器への
適切な誘導のための環境整備の点検
・施設体験会やソフト対策の実施
・ホームページやSNS等における文字や画像等によ
る適切な情報提供内容の検討
・リアルタイムでコミュニケーション可能な環境整備
の検討 等

２．介助の申込み等にかかる事前連絡に関する認識の共有

・事前連絡がないと鉄道を利用できないといわれ、乗車
できない、長時間待たされる

・事前連絡していたにもかかわらず鉄道事業者の連絡
の行き違い等により乗降介助が受けられない
・無人であることを理由に有人駅での降車を求められた

３．乗務員による携帯スロープを活用した乗降介助の実施

・車椅子使用者から、事前連絡における待ち時間等に
係る課題解決の一つの方策として、運転士や車掌など
の乗務員が携帯スロープを活用する介助の実施

・乗務員による乗降介助を実施することは有効であり、
駅施設の段差やダイヤ、安全の確保など、考慮しな
がら導入に向け検討し、試行的に実施

・事前連絡がない場合においても、可能な限り待ち時
間が短くなるような環境の整備を検討
・障害当事者の利用情報が正しく伝わるアプリの活用
・無人駅であることのみをもって駅の利用を断る対応
を行わないこと等社内で共有することが必要 等

ガイドライン策定に向け、上記以外に検討すべき事項として以下の項目が考えられ、
今後意見交換会において検討を進めることが必要

（１）障害当事者の利用状況の現状把握等に関すること
（２）安全対策に関すること
（３）円滑な利用に関すること 等

１．障害当事者への適切な案内・情報提供の実施
ガイドラインの方向性

ガイドラインの方向性

ガイドラインの方向性

■その他の検討事項■「新技術を活用した駅ホームにおける視
覚障害者の安全対策検討会」との連携

参考：乗務員が介助している事例

■意見交換会においてあげられた課題等及びガイドラインの方向性

運転席に携帯用スロープを常備

（熊本電気鉄道株式会社）

新技術等を活用した安全対策は、無人駅の安全確保においても有用なものもあると考
えられることから、鉄道事業者においては当該検討会の議論を注視しつつ、無人駅の
安全対策にも有効と考えられる対策を活用

参考：施設体験会の事例

参考：バリアフリーアプリを使用して情報伝達している事例

（東京地下鉄株式会社） （東日本旅客鉄道株式会社）

（東急電鉄株式会社）
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高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準に関するフォローアップ会議

○ １０月１日に第１回会議を開催し、フォローアップ会議を設置。2月18日に第２回会議を開催。

○ 来年度以降、年間２回程度の会議を開催し、継続的に意見交換を実施。

○建築物のバリアフリー化に関するガイドラインである「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標
準」については、これまで、定期的に、あるいは、個別テーマに応じて検討会を設置し、見直しを進めてきたところ
である（直近の改正：令和３年３月）。

○建築物のバリアフリーに関する取組状況や課題等を共有するとともに、「建築設計標準」を継続的に点検、改善し
ていくため、学識経験者、関係団体と情報共有、意見交換することを目的として、標記会議を設置する。

設置趣旨

○ 学識経験者、高齢者・障害者団体、事業者団体、建築関係団体、地方公共団体 （オブザーバーとして関係省庁参加）

※議題に応じて、メンバーを追加

スケジュール

構成メンバー

時 期 フォローアップ会議 調 査 ・ 検 討

2021年度

（令和3年度）

関係団体等へのヒアリング調査

先進事例の横展開の検討 等

2022年度

以降

継続的に意見交換を実施

建築設計標準の点検、改善

（議題に応じてWGを設置して議論）

高齢者、
障害者

団体から
意見聴取

事業者
団体等
から

意見聴
取

既往文
献等から
情報収

集

第１回 フォローアップ会議
・フォローアップ会議の設置について
・国土交通省、関係省庁及び業界団体のバリアフリーに関する取組

第２回 フォローアップ会議
・取組状況等の共有、意見交換
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小規模店舗等のバリアフリー改修への支援制度〔令和4年度～（予定）〕

バリアフリー法に基づく基本構想・条例等の策定、小規模店舗をはじめとした既存建築ストックのバリアフリー改修工事等
を支援し、障害者等が安心して暮らせる環境の整備を図る。【事業名：バリアフリー環境整備促進事業】

交付率 １／３を国費で支援

交付対象事業者
地方公共団体、民間事業者、協議会等

補助対象地域
①三大都市圏の既成市街地等 ②人口５万人以上の市 ③厚生労働省事業等の実施都市
④都市機能誘導区域の駅周辺
⑤バリアフリー基本構想、移動等円滑化促進方針、
バリアフリー法第14条第3項に基づく条例を策定した区域

令和４年度 拡充項目等

・段差の解消
・出入口、通路の幅の確保
・車椅子使用者用トイレの設置
・オストメイト設備を有するトイレの設置
・乳幼児用設備の設置
・ローカウンターの設置
・車椅子使用者用駐車施設の設置
・駐車場から店舗までの屋根設置
・視覚障害者誘導用ブロックの設置
・点字・音声等による案内板の設置
・トイレ・客室へのフラッシュライトの設置
・集団補聴設備の設置 など

スロープの設置 ローカウンターの設置トイレのバリアフリー化

写真の出典：高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準（令和3年3月）

■バリアフリー法に基づく条例・基本構想の策定への支援

■既存建築物バリアフリー改修事業
【対象建築物】
○不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者・障害者等が利用する建築物（店舗等）
○バリアフリー条例による規制の対象となる建築物

【補助対象】バリアフリー改修工事に要する費用

令和４年度より拡充

視覚障害者誘導用ブロック、
点字による案内板の設置

集団補聴設備の設置 トイレへのフラッシュライトの設
置
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①「劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂※の客席 」を建築物特定施設に追加

地方公共団体が、地域の実情等を踏まえて、
条例で客席のバリアフリー化を義務付けることが可能に

②「客席」に対する移動等円滑化誘導基準を設定※

容積率の特例措置※等を通じて、バリアフリー化を推進

背 景

○ 東京オリンピック・パラリンピック大会を契機にバリアフリー化が進展
○ 客席については、当事者参画のもと策定した「建築設計標準（客席追補版）」（H27公表）の周知を通じ、

バリアフリー化が一定程度進んでいるものの、バリアフリー法上の対象施設（建築物特定施設）に非該当
○ 更なるバリアフリー化の推進に向けて、バリアフリー法の対象施設への位置づけが必要

※具体的な水準については、「建築設計標準」、
「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」等を勘案し、設定

措置の
概 要

※観劇、観覧等の用途に供する建築物を対象化

車椅子使用者用客席の割合 ※客席総数に応じて段階的に設定（2,000以下は、客室の基準と同じ）

・ 客席総数の２％以上（総客席数～200）
・ 客席総数の１％＋２以上（総客席数201～2,000）
・ 客席総数の0.75％＋７以上（総客席数2,000～）

移動等円滑化誘導基準（案）

車椅子使用者用客席の要件
・ 幅90cm × 奥行120cm以上で区画された、平坦な床
・ 同伴者用のスペース（客席等）を隣接して設置
・ 客席総数200超の場合には、２か所以上に分散して配置
・ 舞台等を容易に視認できる構造（サイトラインの確保）

客席
総数

誘導基準
車椅子

使用者用
客席数

0 100 200

2

4

6

300 400

1

3

5

50

劇場等における客席の誘導基準

「劇場等の客席」の建築物特定施設への追加

※バリアフリー化に伴う増加分を容積率計算上控除
車椅子使用者用客席のイメージ

公布：令和3年度中
施行：令和４年10月（予定）
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都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインの改訂について

○平成18年のバリアフリー法及び同法に基づく各政省令等の施行を受け、公園管理者等が公園施設の整備を行う際の
より具体的な指針として、平成20年1月に「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン」を策定

○移動等円滑化の促進に関する基本方針の一部改正も踏まえ、ハード・ソフトの両面から都市公園におけるバリアフ
リー化をより一層推進するため、平成24年3月に「都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン（改訂版）」を作成

○今般の改正バリアフリー法の完全施行（令和３年４月）や移動等円滑化の促進に関する基本方針の改訂（令和２年
１２月）に加え、バリアフリーを取り巻く社会経済情勢の変化に対応するため、学識経験者、当事者団体等からな
る委員会を設置し、令和３年度中を目途に、都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインの改訂を実施予定

１．改正バリアフリー法への対応
○バリアフリー法改正により努力義務化された事項の記載の充実
・高齢者障害者等用施設等の適正利用推進のための広報・啓発活動
・高齢者・障害者等に対するバリアフリー情報の提供
・市町村に対するバリアフリー情報の提供

２．計画・設計段階からの当事者参加の推進
○計画・設計段階からの当事者参加を、都市公園のバリアフリー
化の基本的考え方に位置付け

３．「多機能トイレ」の利用集中、多様な利用者特性への対応
○以下の観点から記載の充実・見直しをするとともに、「多機能
トイレ」を「バリアフリートイレ」に改称
・機能分散の推進 ・トイレ全般のバリアフリー水準の底上げ
・多様な利用者特性に対応したバリアフリートイレの設備の充
実

４．その他
○移動等円滑化基準の規定をガイドラインの内容と区別して記載
○バリアフリーを取り巻く状況変化に対応した記載の見直し
・出入口の車止め ・野外劇場等の車椅子使用者用観覧スペー
ス・車椅子使用者用駐車施設 等

検討趣旨

改訂のポイント 委員会における検討体制

時期 実施内容

R３年９月
・当事者団体への意見聴取
・地方公共団体等へのアンケート

R３年１１月 第１回委員会開催

R３年１１月 ・当事者団体への意見聴取

R３年１２月 第２回委員会開催

R４年１月 第３回委員会開催

R４年２月24日
～３月17日

パブリックコメント

R４年３月（予定） ガイドライン発出予定

学識経験者、当事者団体、事業者、地方公共団体
（委員長：金子忠一（前 東京農業大学 教授））

検討経緯
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道路の移動等円滑化に関するガイドライン策定経緯

道路空間のユニバーサルデザインを考える懇談会

【平成３０年５月】

• 理念規定を設け、「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」を明確化

• 市町村がバリアフリー方針を定めるマスタープラン制度を創設 等

【令和２年５月】

• 公共交通事業者等に対するソフト基準順守義務の創設

• バリアフリー基準適合義務の対象に、旅客特定車両停留施設を追加 等

バリアフリー法の改正 道路移動等円滑化基準の改正

【令和３年３月】

• 旅客特定車両停留施設の構造に関する基
準（ハード基準）、旅客特定車両停留施設を
使用した役務の提供に関する基準（ソフト基
準）を追加

道路の移動等円滑化に関するガイドライン（案）

【令和３年度】

• 道路の移動等円滑化整備ガイドライン（平成23年改訂）を参考に、整備の基本的な考え方
を示し、「◎道路移動等円滑化基準に基づく整備内容」「〇標準的な整備内容」 「◇望まし
い整備内容」に分けて記載し、参考となる知見や事例等を充実

• 旅客特定車両停留施設の構造と旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供について
、公共交通機関のガイドラインを参考に記載

• 整備を行う上で重要となる、関係機関（関連部局、事業者間等）の連携、当事者参加の考
え方、「心のバリアフリー」の推進に関する記載を充実

• 自治体へのアンケート調査及びヒアリングを実施し、ユニバーサルデザインに関する好事
例や取り組む際の留意点について記載

• 新たな道路施策（ほこみち、ゾーン３０プラス、自動運行補助施設を活用したバス停への
正着制御 等）におけるユニバーサルデザインへの配慮

• ICTやデジタル等の最新技術を活用した事例等の記載を充実

考え方

道路移動等円滑化基準

ガイドライン

◎ 道路移動等円滑化基準
に基づく整備内容

〇 標準的な整備内容
◇ 望ましい整備内容

参考や事例

旅客特定車両停留施設の平面イメージ

【検討趣旨/概要】

• 令和２年５月のバリアフリー法改正によりバリアフリー基準適合義務の対象に旅客
特定車両停留施設が追加されたことに伴い、道路移動等円滑化基準やガイドライン
の策定について検討するため設置

• 令和４年１月に懇談会を開催し、道路の移動等円滑化に関するガイドライン（案）に
ついて議論を実施（令和４年３月に公表予定）

【検討体制】

• 座長：埼玉大学大学院 久保田教授

• 構成員：有識者（６名）、関係団体（１０名）、事業者（３名）、

官公庁（３名）

• オブザーバー：国交省（大臣官房、総合政策局、都市局、住宅局、

自動車局）、警察庁交通局

※R4.2.1からR4.3.2までパブリックコメントを実施。R4.3末に発出予定。
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バリアフリー教室の開催
⃝ 高齢者・障害者等のバリアの体験等を通じ、バリアフリーに対する国民の

理解増進を図るとともに、「心のバリアフリー」の普及を目指して、各運輸
局等が「バリアフリー教室」を開催。

▲車椅子サポート体験▲視覚障害者サポート体験 ▲子供用車椅子

ソフト施策の取組状況（「心のバリアフリー」の推進）

公共交通機関等におけるベビーカー利用円滑化推進

高齢者障害者等用施設等の適正利用推進やあり方の検討

教育啓発特定事業の円滑な実施に向けた取組

⃝ 高齢者障害者等用施設等（バリアフリートイレ、
車椅子使用者用駐車施設等、旅客施設等のエ
レベーター、車両等の優先席等）の適正な利用の
推進に向け、ポスター等によるキャンペーンを実施。

⃝ 機能分散推進や多様な利用者特性への対応など
共生社会におけるトイレの今後のあり方について
検討を行い、令和３年にとりまとめ。

⃝ さらに適正利用推進やハード整備の方向性など
車椅子使用者用駐車施設等のあり方についても
検討を行い、令和４年に方向性をとりまとめ。

⃝ 上記とりまとめの内容については、各種ガイドライン
の改正等に反映。

交通事業者の接遇向上に向けた取組
⃝ 「ユニバーサルデザイン2020行動計画」（平成

29年２月20日関係閣僚会議決定）に基づ
き、交通・観光分野における接遇の向上と職員
研修の充実を図るため、平成30年に接遇ガイ
ドラインを策定。

⃝ また、交通事業者が接遇ガイドラインに則った適
切な対応を行うことができるよう、平成31年に
接遇研修モデルプログラムを策定。

⃝ さらに、「認知症施策推進大綱」（令和元年
６月18日関係閣僚会議決定）に基づき、接
遇ガイドライン（認知症の人編）を、加えて、
新型コロナウィルス感染症対策を踏まえた接遇
方法をとりまとめた接遇ガイドライン（追補
版）を、令和３年に策定。

⃝ なおこれらの内容について、今後、接遇研修モ
デルプログラムへの反映を予定。

⃝公共交通機関等におけるベビーカーを一層利用しや
すい環境の整備に向け、ベビーカーの安全な使用と
周囲の理解協力の普及啓発を図るため、ポスター等
による キャンペーンを実施。

⃝令和２年バリアフリー法改正により、児童や住民の
「心のバリアフリー」理解促進等のために市町村等が
実施する事業として、「教育啓発特定事業」を創
設。

⃝そこで、同事業の円滑な実施に向け、具体的な取
組内容や実施方法等を検討する際の参考と なる
ようなガイドラインを令和4年に策定予定。

▲取組の想定例
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教育啓発特定事業とは

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している地区において、市町村が面的・一体的なバリアフリー
化の方針を示すもの。
具体的な事業化の動きがなくても、市町村全域にわたる方針を示すなど、地域におけるバリアフリー化の考え方を共有することが可能。

移動等円滑化に関する「心のバリアフリー」を推進するため、市町村又は施設設置管理者等（「市町村等」という。）が行う
次のいずれかの事業で、市町村が作成する基本構想に位置づけて実施するもの。
基本構想に位置づけることにより、市町村等は特定事業計画を作成し、当該計画に基づいて事業を実施することとなる。

• 移動等円滑化の促進に関する児童、生徒又は学生の理解を深めるために学校と連携して行う教育活動の実施に関する事業
○ 学校連携教育事業（イ号事業）

• 移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進又は移動等円滑化の実施に
関するこれらの者の協力の確保のために必要な啓発活動の実施に関する事業

○ 理解協力啓発事業（ロ号事業）

✡学校の場を活用した市町村等によるバリアフリー教室
（障害当事者によるセミナーや車椅子サポート体験、
高齢者疑似体験等）の開催

✡旅客施設におけるバリアフリー教室の開催
等

✡障害当事者を講師とした住民向けバリアフリー講習会
やセミナーの開催

✡公共交通事業者等の従業員を対象とした接遇研修
の実施

✡優先席や車椅子使用者用駐車施設の適正利用に
関するポスターの掲示

等

小学生による公共交通の
利用疑似体験

タクシー事業者における
ユニバーサルマナー研修

車椅子使用者用駐車施設等
の適正利用啓発ポスター

小学生へのトイレ利用マナーに
関するバリアフリー教室

※ 学校の教育活動との調和や教職員への過大な業務負担の防止を
図るため、連携対象である学校と十分に事前に協議することが重要

文部科学省共管
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教育啓発特定事業の実施に関するガイドラインの作成について

• R2バリアフリー法改正により創設された教育啓発特定事業について、実施主体となる市町村等が、実施計画の策定、
具体的な取組内容や実施方法等を検討する際の参考となるマニュアルが必要。

• また、教育啓発特定事業として実施される「心のバリアフリー」などのソフト対策の取組について、障害当事者等の参画に
よる体験や交流を推進するために必要な取組方法を検証し、「新しい日常」にも対応した教育啓発特定事業の円滑な
実施に向けたガイドラインを作成する。

検討趣旨

検討体制

スケジュール

• 委員：学識経験者、障害者団体等、公共交通事業者団体等、地方公共団体（委員長：秋山教授（中央大））
• オブザーバー・事務局：文部科学省、国土交通省総合政策局政策統括官付、地方運輸局

検討会の構成

• 共生社会ホストタウン等全国の市町村等における「心のバリアフリー」に関する取組事例を収集・整理し、教育啓発特
定事業として想定される取組内容ごとにマニュアルを作成、検討会（２回）や必要に応じて実地検証等を経てガイド
ラインをとりまとめる。

11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

検討会

調査

ガイドライン策定

検討会① 検討会②

アンケート・ヒアリング調査
必要に応じて実地検証等

ガイドライン（案）の作成

委員等と個別調整

公表

ガイドライン（案）の調整
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教育啓発特定事業の実施に関するガイドラインの構成

実施マニュアル
（シンポジウム・
セミナー編）

教育啓発特定事業
の実施に関する
ガイドライン

実施マニュアル
（バリアフリー教室編）

実施マニュアル
（まち歩き点検等編）

実施マニュアル
（適正利用の
広報啓発編）

教育啓発特定事業の実施に関するガイドラインは、本編＋具体的
な取組内容ごとの実施マニュアルで構成する。
本編には、事業の実施計画の作成及び実施計画に記載すべき事
項から、事業実施までの手順や留意点をとりまとめる。
取組内容ごとのマニュアルには、事業の実施方法、実施内容の参
考となる事例等をとりまとめる。
実施マニュアルで補完しきれない範囲の事例や取組についても、
適宜コラムで取組を紹介する。（接遇研修のガイドラインなど）
マニュアル全体を通して、当事者参画の視点を充実させる。

実施マニュアル（現時点では４つの分類を想定）

ガイドライン本編「心のバリアフリー」の考え方を最大限反映できるよう、各取組事例において
可能な限り当事者参画の視点を反映。
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車椅子使用者用駐車施設等のあり方に関する検討会

• 車椅子使用者用駐車施設等は共生社会における移
動環境を確保するための基本的インフラの一つ

• 車椅子使用者用駐車施設等に関する現状の取組を
検証し、今後のさらなる対策について検討

１．障害当事者向けニーズ調査
• 車椅子使用者等へのアンケートを通じ、駐車施設
の利用に関する困りごとや利用ニーズ等を把握。

検討趣旨

検討の流れ 検討体制

検討経緯

時期 実施内容

Ｒ３年５月 意見交換会 課題認識の共有

R３年８月
第１回
検討会開催

・現行制度等の共有
・調査検討の方針 等

R３年９～11月
・ 障害当事者向けニーズ調査
・ 適正利用（ソフト）に関する実態調査
・ ハードに関する実態調査 等

R３年11月
第２回
検討会開催

・実態調査結果報告
・検討の方向性 等

R３年12月 ・ 検討の方向性についての整理

Ｒ４年１月
第３回
検討会開催

・検討の方向性（中間整
理） 等

R４年３月 検討の方向性（中間整理）の公表

学識経験者、障害者団体、事業者団体、駐車場関係団体、
地方公共団体等、関係省庁等
（委員長：髙橋名誉教授（東洋大学））

検討会の構成

各種ガイドラインの作成・改正等の検討に反映、
適正利用に関する指針の作成等

２．適正利用に関する制度・先進事例等調査
• 都道府県等へのアンケートを実施し、パーキング・パー
ミット制度の導入・運用の状況、車椅子使用者用駐車
施設の利用対象者、課題や現状等について調査。

• 旅客施設、商業施設等の施設設置管理者に対しヒアリ
ングを実施し、不適正利用対策の事例等を調査。 等

３．車椅子使用者用駐車施設のハードの実態調査
• 都道府県等に対し、特定路外駐車場の移動等円滑化
基準適合状況等を調査。

• 民間商業施設における車椅子使用者用駐車施設の設
置状況等を調査。

４．今後の施策の検討の方向性のとりまとめ
• １～３で確認した車椅子使用者用駐車施設等のハー
ド・ソフトの実態を踏まえ、今後の検討課題とその対応
方針についてとりまとめ

• バリアフリー法に基づく車椅子使用者用駐車施設の設置義務
• 地方公共団体における取組（パーキング・パーミット制度）の導入促進
• 適正利用に関する関係者の責務を規定（Ｒ２バリアフリー法改正）
• 適正利用の広報啓発の取組 等

現行制度等
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車椅子使用者用駐車施設等のあり方に関する検討の方向性 中間整理

■車椅子使用者用駐車施設等の利用ニーズへの対応

• 屋根の設置や経路の安全性、福祉車両等に対応した駐車区画後方の安全な乗降スペースの確保等の課題。

• また、車椅子使用者用駐車施設の利用対象者のあり方や適切な情報提供等による利用環境の配慮等が必要。

• 以上を踏まえ、各ガイドラインに必要な内容を反映するとともに、多様なニーズを踏まえた適正利用のあり方について検討する。

車椅子使用者用駐車施設等のあり方に関する検討の方向性（中間整理） 概要

■車椅子使用者用駐車施設の適正利用の推進方策

①車椅子使用者用駐車施設の利用対象者
• 車椅子使用者用駐車施設への利用集中が課題。

• そのため、多様な障害当事者等の利用ニーズも確認しつつ、

車椅子使用者用駐車施設の利用対象者の明確化、優先駐

車区画の確保等による利用分散を推進すること等が必要。

②パーキング・パーミット制度のあり方

③駐車区画の確保等
• 特に都市部を中心として駐車区画の不足が課題

• したがって、ダブルスペース方式等の普及や多様な区画の

確保に加え、施設設置管理者等が実施する効率的な駐車

区画の利用の取組等について周知を図ることが必要。

④不適正駐車対策等制度の実効性確保

• 適正利用に一定の効果がある一方、不適正利用や駐車区

画の不足、利用集中等のさまざまな課題。

• 今後は、地域の実状に応じた制度運用を前提としつつ、制

度運用のあり方についての統一的考え方が求められる。

• ハード・ソフトの不適正利用対策について、実効性や効果を

踏まえつつ全国展開を図ることが必要。

• 一方、罰則等の導入を検討するにあたっては課題が多く、不

適正利用対策の効果も踏まえつつ、継続して議論を行う。

■車椅子使用者用駐車施設のハードの整備方策

①車椅子使用者用駐車施設の基準
• 設置数に係る基準については、適正利用の推進と併せて、

ニーズや実態面等を踏まえた検討が必要。

• そのため、基準等に基づく駐車区画の適切な整備を進めつ

つ、屋根や庇の設置、区画の表示方法、車後方からの乗降

場所の確保等各ガイドラインの充実化や周知を図る。

②既存施設への対応

③機械式立体駐車施設
• 車椅子使用者が円滑に利用可能な環境が十分に確保され

ていないことが課題。

• そのため、車椅子使用者対応駐車設備の利用上の留意点

とともに、取組事例の収集に努め、周知を図る。

④コインパーキング等小規模駐車場

• 敷地の制約等からハード面での対策が困難な場合があり、

ソフト的対応を含めた取組の検討が必要

• そのため、既存施設を改善・改修した事例や運用面での工

夫により対応を可能とした事例の周知を図る。

• 都市部の小規模駐車場の駐車区画不足が課題。

• そのため、まちづくりと連携して駐車場施策を検討し、各地

域で適切に車椅子使用者用駐車施設の確保がなされるよ

う、取組事例の収集に努め、周知を図る。

今後の対応

〇車椅子使用者用駐車施設
等の適正利用に関する指針
の作成（令和４年度中）

［主な予定］
・ 令和４年度も引き続き検討会の開
催
・ 多様な障害当事者、地方公共団体、
施設設置管理者等も含めた意見
交換の実施

〇各種ガイドラインの改正等
の検討への反映

• 高齢者・障害者等の円滑な移動
等に配慮した建築設計標準

・ まちづくりと連携した駐車場施策
ガイドライン

・ 道路の移動等円滑化整備ガイド
ライン

・ 都市公園の移動等円滑化整備ガ
イドライン

〇車椅子使用者用駐車施設
等の適正利用キャンペーン
の実施

〇取組事例の収集・周知

・ 既存駐車場において車椅子使用
者用駐車施設を増設した事例

・ まちづくりと連携して車椅子使用
者用駐車施設を確保した事例

等
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■実施期間
令和３年1２月３日(金）～令和４年1月７日（金）
※１２月３日（金）～１２月９日（木） 障害者週間

■ポスター・チラシ配布枚数
・ポスター 約6万枚
・チラシ 約19万枚

■協力団体、機関等
・公共交通事業者等
・ショッピングセンター
・百貨店
～令和３年度配布団体数

バリアフリートイレ 約1,120、車椅子使用者用駐車施設等 約1,720
旅客施設等のエレベーター 約210、車両等の優先席 約340
※同一団体等で複数の施設種別を管理している場合はのべ数でカウント。

■ＳＮＳを活用したキャンペーン実施の周知
・国土交通省公式Ｔｗｉｔｔｅｒ

■トイレマナー講習会の実施
・地方運輸局主催のバリアフリー教室の１コマ（2回）

改正された「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律（バリアフリー法）」では、「高齢者障害者等
用施設等※の適正な利用の推進」が、国、地方公共団体、
施設設置管理者等、国民の責務として規定され、令和３
年４月１日から施行。

本施行を踏まえ、高齢者障害者等用施設等の適正な利
用の推進のためキャンペーンを実施し、「障害の社会モデル」
の考え方を普及させ、「心のバリアフリー」 を推進。

※高齢者障害者等用施設等
バリアフリートイレ、車椅子使用者用駐車施設等、旅客施設等のエレベーター、
車両等の優先席等を指す。

キャンペーン概要 令和３年度実績

各地方局等の取組
庁舎内におけるポスター掲示
チラシの配布
「バリアフリー教室」でバリアフリートイレの適正利用に関する
講習会の実施

・道の駅
・高速道路会社
・地方公共団体等

高齢者障害者等用施設等の適正利用推進キャンペーンについて

（バリアフリートイレ）（車椅子使用者用駐車施設等）（旅客施設等のエレベーター） （車両等の優先席）

～ キャンペーンポスター ～

など
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「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」の見直し（概要）
～新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた接遇のあり方について～

経 緯

■ 「ユニバーサルデザイン2020行動計画」を受け、公共交通事業者による一定水準の接遇を全国的に確保するため、平成29年度、交通モード毎の特
性や様々な障害の特性等に対応した「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」を作成・公表。さらに、「認知症施策推進大綱」（令和元年6月18日）
を踏まえ、令和２年度、「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン 別冊（認知症編）」を追補。

■ 一方、昨年来より、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、公共交通事業者では既に感染防止対策をそれぞれ講じているところ。今般のオリパ
ラ東京大会の開催に向け、改めて、障害当事者や交通事業者へのアンケート、ヒアリング等を実施し、高齢者・障害者等の困りごとを整理するととも
に、感染対策を踏まえた障害当事者等に対する適切な接遇内容をガイドラインとしてとりまとめ、交通事業者に周知・徹底を図ることとする。なお、オ
リパラ終了後は、ガイドラインの内容と実態を検証し、必要な見直しを行う等オリパラのレガシーとする。

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの人が利用する公共交通機関における高齢者・障害者等への接遇場面では、感染症対策を踏まえ
た「新たな対応のあり方」が求められている。

○ 具体的には、現在、旅客等に対して、マスクの着用、会話を控える等の感染対策への協力を仰いでおり、コミュニケーションがとりにくい状況。この
ため、高齢者・障害者等に対する接遇では、まず職員が積極的に、①当事者が求めている支援内容を確認するとともに、②当事者への支援内容を
適確に伝えることが必要。また、高齢者・障害者等が安心して支援を受けられるよう、感染症対策に即したコミュニケーションや支援を簡潔に行う等
の接遇上の配慮を行うことが重要。

○ 声かけや見守り等の支援を受けにくい （ソーシャルディスタンスの確保等の感染対策により、旅客や職員等からの支援を求めることをためらう 等）

○ これまでのコミュニケーションや接遇が受けにくい （マスク着用等で聞き取りにくい、口元が見えず話しているのか分からない、体に触れにくい 等）

○ 感染症対策設備が利用しにくい （消毒液や検温設備の位置や使用方法が分かりにくい、適切な距離の取り方等が分からない 等）

○ 感染症対策がしづらい、理解しにくい （障害の特性上、マスク着用が難しい、会話を控える等の対策内容が理解しづらい 等）

○ 新たな工夫が求められている （予約、各種手続き等を非接触、短時間で行う等の工夫が必要となっている 等）

○ 変わらず「まず声かけ、そして必要な支援」を行うことが重要 （感染対策を講じている旨の伝達、斜めから声がけ、支援必要性の有無の確認 等）

○ コミュニケーションツールを準備する （口元が見えるマスク、フェイスシールドなどの活用、マイクや筆談具、コミュニケーションボードの活用 等）

○ 感染症対策設備の設置方法や変更事項等の伝え方に配慮する （消毒液等を異なる高さで設置、文字・イラスト・音声による案内、情報提供 等）

○ 感染症対策についての情報提供を行う （事業者が行う感染症対策を文字、音声、Web等で情報発信、マスク着用が困難な旅客について周囲に理
解を求める対策（ヘルプマーク等の掲示）の呼びかけ 等）

○ 感染症対策下における新たな工夫 （チケットのオンライン購入等、ICTの更なる活用 等）

概 要

１．新型コロナウイルス感染症を踏まえた接遇の考え方

２．感染症対策下で生じている新たな課題（当事者の具体的な困りごと等）

３．新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた上での接遇のポイント

※学識経験者や障害当事者団体等を委員とする検討会でとりまとめ。（7月8日）
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『ベビーカーマーク』
ベビーカー使用者が安心して利用できる場所や設備（エレベーター、鉄道

や車両スペース等）を表示。ベビーカーマークは平成27年５月に JIS 化。
ベビーカーマークのあるスペースについて一般利用者の配慮を呼びかけ。

国土交通省では、平成26年より毎年５月頃、ベ
ビーカーキャンペーンとして、「ベビーカー利用にあたって
のお願い」と「ベビーカーマーク」を広く周知・浸透させる
取組を実施。

令和３年度実施概要
○ベビーカーキャンペーンの実施

駅や鉄道・バス車両、商業施設などにおいて、ポス
ターやチラシ、デジタルサイネージ等により周知。

ポスター チラシ

○国土交通省公式ツイッターへの掲載
○ポスターや チラシ、デジタルサイネージ等により周知
○国土交通省ＨＰ等においてベビーカーマーク及び
キャンペーンの実施の周知

○政府広報ラジオ番組にて放送
○地方運輸局等が実施するバリアフリー教室における
ベビーカー利用及びベビーカーマークの普及・啓発

等
車内デジタル
サイネージ

キャンペーン概要

※その他、アナウンスを実施するなど事業者独自の取り組みを実施。

ポスター チラシ配布

駅、車両等 約37,400枚 約38,600枚

建築物 約1,900枚 約6,800枚

ベビーカー利用キャンペーン
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公共交通機関における子ども用車椅子の取扱いについて

○公共交通事業者等への周知
公共交通事業者への周知を行うとともに、駅や鉄道・バス
車両、商業施設などにポスターを掲出。

姿勢を保てない等の子どもが、背もたれの角度を変えられたり、姿勢を固定できたりする「バギー型」の車椅子を利
用。ベビーカーと間違えられ、必要な介助が受けられない場合があるため、配慮することが重要。（※）

○折りたためない
車椅子であり、座る姿勢が取れないなどの身体的特徴から、車体を折りたたむことは容易ではない。

○重量がある
車椅子自体の重量に加え、医療機器を搭載している場合もある。車体を持ち上げて大きな段差などを超えることは
非常に困難。

○「子ども用車椅子マーク」を付けた利用者あり

一般社団法人mina family マムミニョンペッシュ

認知度向上に向けた各種取組

○子ども用車椅子マーク
「子ども用車椅子」だと判別しやすいように、団体等にて

独自にマークを作成。

＜子ども用車椅子マークの一例＞

子ども用車椅子（バギー型車椅子）の特徴

※ベビーカーを子ども用車椅子と同じ目的で使用している場合もある。
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